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 １４  地域との協働による学び 

1 地域との協働による学びの現状 

学校運営協議会1の充実と、地域学校協働活動2や高校魅力化コンソーシアム3の協働体制に

おける取組が一体となって推進されることにより、学校と地域の方々が、地域の子どもたちにどの

ように育ってほしいのか、何を実現していくのかといった目標やビジョンを共有し、「地域とともに

ある学校」の実現に向けた取組を推進する。 

 

 ⑴  小中学校の現状 

    県では、平成 17 年度から、全公立小中学校において、地域の教育資源（ひと・もの・こと）を

活用した教育活動の「ふるさと教育」を実施してきた。各学校においては、地域の特色を生かし

た教育活動が展開されており、子どもたちが地域の人々との関わりの中でふるさとの魅力を再

発見し、主体的に学びに向かう意欲や思考力・判断力・表現力等を育むことができるよう、計画

的に進めている。 

このような活動の充実のため、市町村では、地域や学校と良好な関係をつくりながら地域学校

協働活動を円滑かつ効果的にコーディネートする地域学校協働活動推進員4（コーディネーター

等を含む）の配置を進めている。 

学校では、特色ある教育活動を進めるための学校運営について学校運営協議会等で協議し、

学校・家庭・地域が一体となって子どもたちの育ちを支える教育活動を推進している。 

 

 ⑵ 県立高校の現状 

    県では平成 23 年度から、「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業」をスタートし、「高

校魅力化推進協議会」を設置し、地域と連携・協働した教育活動に取り組む離島・中山間地域

の高校８校を対象に支援してきた。その結果、高校や地域の活性化、生徒による地域の魅力の再

発見、主体的に学習に向かう姿勢の醸成など、様々な効果が生み出された。そこで、平成 29 年

度からは対象を市部にも拡大し、地域との協働体制の中で学校運営を進めてきた。 

平成 31年２月に、「県立高校魅力化ビジョン」が策定され、すべての県立高校で「魅力化コン

ソーシアム」を設立すること、グランドデザインを策定することとなり、令和４年度にはすべての県

立高校に高校魅力化コンソーシアムが設置され、地元市町村や企業、島根大学や県立大学等

 
1 保護者や地域住民等が一定の権限と責任を持つ「当事者」として学校運営について協議する組織。 
2 幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、地域とともに

ある学校、学校を核とした地域づくりを目指して地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行

う様々な活動。 
3 学校と地域で設置する共同組織体。学校運営協議会での協議内容等を踏まえながら、各校で策定し

たグランドデザインの実現に向けて、また学校と地域との協働による魅力ある地域づくりに向けて、学校

地域連携活動を実施するための協議を行い、実際の活動につなげていく。 
4 教育委員会の委嘱を受け、教育委員会の地域学校協働活動に関する施策において、地域と学校との

連絡調整、地域住民への助言などを行う者。社会教育法第９条の７で規定。 



- 81 - 

 

の教育機関、さらには地域住民等と協働した教育活動が展開されている。 

高校魅力化コンソーシアムは、地域資源を活用することで、地域に開かれた教育課程の実現

や、地域をフィールドとした探究学習やキャリア教育の充実などの成果をあげている（高校教育

的機能）。加えて、地域で担い手が不足している行事やボランティア活動への生徒の参加につな

がるなど、地域創生的機能も有している。さらに、コンソーシアムを円滑に経営するための経営的

機能もあり、この３つの機能のバランスが大事となる。 

 【高校魅力化コンソーシアムの 3つの機能】  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 地域との協働による学びを推進するにあたって 

 ⑴ 小中学校における地域との協働による学びの推進のために 

    ふるさと教育をはじめ、地域との協働による学びをより充実した活動にするためには、学校と地

域の担当者が情報を共有する場の充実や、地域学校協働活動推進員（コーディネーターを含む）

の人材育成など、地域全体で子どもたちの成長を支える仕組みを充実させる必要がある。 

ふるさと教育については、教職員対象のふるさと教育研修を実施し、学校と地域の連携・協働

の在り方等について理解を深める。また、各市町村で実施するふるさと教育ネットワーク会議5等

により学校と地域の連携・協働体制の在り方について協議し充実を図る。 

 

 ⑵ 学校運営協議会と高校魅力化コンソーシアム（県立高校） 

    各教育委員会は、学校運営協議会を設置する努力義務がある。島根県では令和４年度まで

に全県立学校に設置した。現在、県立高校では高校魅力化コンソーシアムと学校運営協議会が

併置されている状況である。 

 
5 教員や地域の代表者等で組織し、ふるさと教育をはじめ地域と学校の連携・協働した取組の充実に

ついて協議する会議。他の会議と兼ねている場合もある。 
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    学校運営協議会は、学校運営の基本方針を承認したり、学校運営に意見を述べたりする等の

機能があり、学校関係者評価を行う機関でもある。学校と地域の協働活動をおこなう実働機関

となる高校魅力化コンソーシアムと機能の違いを踏まえた効果的な運用が必要となってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 持続可能な高校魅力化コンソーシアムに向けて（県立高校） 

    令和 3 年に発足した「高校魅力化コンソーシアム」は 5 年目を迎え、地域資源を活用した探

究学習やキャリア教育を通じて、生徒の主体的な学習姿勢の醸成といった成果をあげている。今

後は、コンソーシアムを活用した学びを各校でさらに進めるとともに、教員一人ひとりがコンソー

シアムの一員であることを自覚し、「地域と共に子どもを育む」という共通理解を持つ必要がある。 

一方で、地域連携教育の推進において、学校と地域を結ぶ「高校魅力化コーディネーター6」

の重要性は増しているが、その育成と確保は課題の一つである。現在、県内では約 60名が業務

にあたっているが、20代から 30代の若手が多く、彼らの育成と長期的な定着が不可欠である。

そのためには、待遇面の向上はもちろんのこと、共に働く教職員がコーディネーターの役割を正し

く理解し、組織として受け入れる体制を整えることなどが必要である。 

また、高校魅力化コンソーシアムの運営を円滑にするためにはコンソーシアム運営マネージャ

ー7の業務も重要である。マネージャーは高校と市町村、地域等の調整を担うものであり、双方の

実情を理解する必要がある。その専門性の高さから、コーディネーター以上に人材確保や育成が

難しい状況である。 

 

 
6 地域資源を活用して高校と社会をつなぎ、生徒が地域課題解決に取り組む探究学習などを推進する

専門人材。 
7 高校と地域をつなぎ、高校の魅力化と地域創生を推進。地域資源（企業・大学等）を活用し、ビジョン

策定や外部連携、教育プログラム開発などを統括。 

     
     

                               
               

       

    

    
          

       

              
             

                                   
                                                

       

  

               


